
平
成
二
十
七
年
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第
一
号

公
正
取
引
委
員
会
の
意
見
聴
取
に
関
す
る
規
則

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
第
六
十
四
条
第
四
項
及
び
第
七
十

条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
正
取
引
委
員
会
の
意
見
聴
取
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
こ
の
規
則
の
趣
旨
・
定
義
）

第
一
条
　
公
正
取
引
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
行
う
意
見
聴
取
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
（
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
九
十
五
条
の
四
及
び
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
百
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ

の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
で
あ
っ
て
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
と
同
一
の
も
の
は
、
こ
れ
と
同
一
の
意
義
に
お
い
て
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

（
期
間
の
計
算
）

第
二
条
　
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
期
間
に
関
す
る
規
定
に
従
う
。

２
　
期
間
の
末
日
が
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
に
当
た
る
と
き
は
、
期
間
は
、
そ
の
翌
日
に
満
了
す
る
。

（
用
語
）

第
三
条
　
意
見
聴
取
の
手
続
に
お
い
て
は
、
日
本
語
を
用
い
る
。

２
　
日
本
語
に
通
じ
な
い
者
が
陳
述
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
通
訳
人
に
通
訳
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
五
十
四
条
第
二
項
又
は
法
第
五
十
五
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
六
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
又
は
法
第
六
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
法
第
七
十
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
証
拠
が
日
本
語
で
作
成
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
証
拠
に
よ
り
証
明
し
よ
う
と
す
る
事
実
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
そ
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
送
達
の
方
法
）

第
四
条
　
委
員
会
は
、
公
示
送
達
が
あ
っ
た
こ
と
を
官
報
又
は
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
送
達
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
は
、
官
報
又
は
新
聞
紙
へ
の
掲
載
に
代
え
て
、
公
示
送
達
が
あ
っ
た
こ
と
を

通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
文
書
の
作
成
）

第
五
条
　
意
見
聴
取
の
手
続
に
お
い
て
作
成
す
る
文
書
に
は
、
年
月
日
を
記
載
し
て
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
事
者
が
提
出
す
べ
き
文
書
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
文
書
の
訂
正
）

第
六
条
　
意
見
聴
取
の
手
続
に
お
い
て
文
書
を
作
成
す
る
に
は
、
文
字
を
改
変
し
て
は
な
ら
な
い
。
文
字
を
加
え
、
削
り
、
又
は
欄
外
に
記
載
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
認
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
削
っ
た
部

分
は
、
こ
れ
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
字
体
を
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
た
文
書
の
提
出
）

第
七
条
　
意
見
聴
取
の
手
続
に
お
い
て
提
出
す
る
文
書
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
文
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
委
員
会
が
受
信
し
た
時
に
、
当
該
文
書
が
委
員
会
又
は
指
定
職
員
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
委
員
会
又
は
指
定
職
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
文
書
を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
送
信
に
使
用
し
た
文
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
情
報
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
）

第
八
条
　
指
定
職
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
が
指
定
職
員
に
提
出
し
た
書
面
又
は
提
出
し
よ
う
と
す
る
書
面
に
記
載
し
た
情
報
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他

人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
当
事
者
に

対
し
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
指
定
職
員
の
定
め
る
も
の
に
よ
り
指
定
職
員
に
提
供
す

る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
聴
取
の
通
知
）

第
九
条
　
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
排
除
措
置
命
令
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
に
対
し
、
同
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
、
事
件
名
並
び
に
意
見
聴
取
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
委
員
会
の
認
定
し

た
事
実
を
立
証
す
る
証
拠
の
標
目
を
記
載
し
た
文
書
を
送
達
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
意
見
聴
取
の
期
日
等
の
変
更
）

第
十
条
　
委
員
会
が
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
指
定
職
員
に
対
し
書
面
で
意
見
聴
取
の
期
日
又
は
場
所
の
変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
前
項
の
申
出
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
申
出
書
を
指
定
職
員
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
指
定
職
員
は
、
第
一
項
の
申
出
に
よ
り
、
又
は
職
権
に
よ
り
、
意
見
聴
取
の
期
日
又
は
場
所
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
指
定
職
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
の
期
日
又
は
場
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
書
面
で
そ
の
旨
を
当
事
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
四
項
の
規
定
は
、
指
定
職
員
が
法
第
五
十
六
条
第
二
項
（
法
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
代
理
人
）

第
十
一
条
　
代
理
人
の
資
格
は
、
書
面
で
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
代
理
人
が
そ
の
資
格
を
失
っ
た
と
き
は
、
当
該
代
理
人
を
選
任
し
た
当
事
者
は
、
速
や
か
に
、
書
面
で
そ
の
旨
を
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
証
拠
の
閲
覧
の
手
続
）

第
十
二
条
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
の
求
め
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
書
面
を
委
員
会
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
委
員
会
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
閲
覧
に
つ
い
て
、
そ
の
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
委
員
会
は
、
法
第
五
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
に
つ
い
て
日
時
及
び
場
所
を
指
定
し
た
と
き
並
び
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
の
方
法
を
指
定
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
当
事
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
指
定
す
る
日
時
、
場
所
及
び
方
法
に
つ
い
て
、
意
見
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
当
該
当
事
者
に
よ
る
意
見
陳
述
等
（
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
当
事
者
に
よ
る
意
見
陳
述
等
」

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
準
備
を
妨
げ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
委
員
会
は
、
当
事
者
に
対
し
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
証
拠
の
標
目
を
書
面
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
閲
覧
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６
　
指
定
職
員
は
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
閲
覧
に
つ
い
て
日
時
が
指
定
さ
れ
た
と
き
は
、
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
閲
覧
の
日
時
以
降
の
日
を
新
た
な
意
見
聴
取
の
期
日
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
証
拠
の
謄
写
の
手
続
）

第
十
三
条
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
意
見
聴
取
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
委
員
会
の
認
定
し
た
事
実
を
立
証
す
る
証
拠
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
四
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
当
事
者
又
は
そ
の
従
業
員
に
提
出
を
命
じ
た
場
合
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
及
び
当
事
者
又
は
そ
の
従
業
員
が
任
意
に
提
出
し
た
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件

二
　
法
第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
事
者
又
は
そ
の
従
業
員
が
任
意
に
提
出
し
又
は
置
き
去
っ
た
物
件
を
領
置
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
領
置
し
た
物
件
並
び
に
法
第
百
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
及
び
第
百
三

条
の
三
の
規
定
に
よ
り
当
事
者
又
は
そ
の
従
業
員
か
ら
差
し
押
さ
え
た
物
件

三
　
法
第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
事
者
又
は
そ
の
従
業
員
を
審
尋
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
公
正
取
引
委
員
会
の
審
査
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第
五
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
審
尋
調
書
及
び
当
事
者
又
は
そ
の
従
業
員
が
任
意
に
供
述
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
同
規
則
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
供
述
調
書

四
　
法
第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
事
者
又
は
そ
の
従
業
員
に
対
し
て
質
問
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
結
果
を
記
載
し
た
調
書

２
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
謄
写
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
意
見
聴
取
を
主
宰
す
る
職
員
の
指
定
の
手
続
）

第
十
四
条
　
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
意
見
聴
取
を
主
宰
す
る
職
員
の
指
定
は
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
時
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
指
定
職
員
が
死
亡
し
又
は
心
身
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
意
見
聴
取
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
委
員
会
は
、
速
や
か
に
、
新
た
な
職
員
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
委
員
会
は
、
法
第
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
定
め
る
職
員
の
ほ
か
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
件
に
係
る
報
告
書
若
し
く
は
届
出
の
受
理
に
関
す
る
事
務
又
は
議

決
権
の
取
得
若
し
く
は
保
有
の
認
可
並
び
に
こ
れ
ら
の
取
消
し
及
び
変
更
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
職
員
を
意
見
聴
取
を
主
宰
す
る
職
員
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４
　
委
員
会
は
、
指
定
職
員
を
指
定
し
た
と
き
は
、
指
定
職
員
の
氏
名
を
当
事
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
務
補
助
者
）

第
十
五
条
　
委
員
会
は
、
そ
の
職
員
に
指
定
職
員
の
事
務
の
補
助
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
法
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
期
日
に
先
立
つ
書
面
等
の
提
出
）

第
十
六
条
　
指
定
職
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
意
見
聴
取
の
期
日
に
先
立
ち
、
当
事
者
に
対
し
、
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
期
日
に
お
い
て
陳
述
し
よ
う
と
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
、
提
出
し
よ
う
と

す
る
証
拠
又
は
審
査
官
等
に
対
し
質
問
し
よ
う
と
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
意
見
陳
述
等
の
制
限
及
び
秩
序
維
持
）

第
十
七
条
　
指
定
職
員
は
、
意
見
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
た
者
が
意
見
聴
取
に
係
る
事
件
の
範
囲
を
超
え
て
、
意
見
を
陳
述
し
、
又
は
証
拠
を
提
出
す
る
と
き
そ
の
他
意
見
聴
取
の
適
正
な
進
行
を
図
る
た
め
に
や
む
を
得
な
い
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
そ
の
意
見
の
陳
述
又
は
証
拠
の
提
出
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
指
定
職
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
意
見
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
、
意
見
聴
取
の
進
行
を
妨
害
し
、
又
は
そ
の
秩
序
を
乱
す
者
に
対
し
退
場
を
命
ず
る
等
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
証
拠
の
提
出
方
法
）

第
十
八
条
　
法
第
五
十
四
条
第
二
項
又
は
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
証
拠
の
提
出
は
、
当
事
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
所
在
地
、
事
件
名
、
証
拠
の
標
目
及
び
証
明
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

（
陳
述
書
の
記
載
事
項
）

第
十
九
条
　
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
陳
述
書
の
提
出
は
、
当
事
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
所
在
地
、
事
件
名
並
び
に
法
第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
を
記
載
し
た
書
面
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
意
見
聴
取
調
書
及
び
意
見
聴
取
報
告
書
の
記
載
事
項
等
）

第
二
十
条
　
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
書
（
以
下
「
意
見
聴
取
調
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
件
名

二
　
当
事
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
　
意
見
聴
取
の
期
日
及
び
場
所

四
　
指
定
職
員
の
氏
名
及
び
職
名

五
　
第
十
五
条
第
一
項
の
職
員
の
氏
名
及
び
職
名

2



六
　
意
見
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
た
者
の
氏
名
及
び
職
名
、
立
ち
会
っ
た
通
訳
人
の
氏
名
並
び
に
出
席
し
た
審
査
官
等
の
氏
名
及
び
職
名

七
　
当
事
者
が
意
見
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
な
か
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
出
頭
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
正
当
な
理
由
の
有
無

八
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
審
査
官
等
に
よ
る
説
明
の
要
旨
及
び
意
見
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
当
事
者
に
よ
る
意
見
陳
述
等
の
経
過

九
　
法
第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
対
す
る
当
事
者
の
陳
述
（
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
陳
述
書
に
お
け
る
意
見
の
陳
述
を
含
む
。
）
の
要
旨

十
　
証
拠
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
目

十
一
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
意
見
聴
取
調
書
に
は
、
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
証
拠
（
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
陳
述
書
及
び
証
拠
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
提
出
さ
れ
た
陳
述
書
及
び
証
拠
）
の
ほ
か
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
書
面

が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
意
見
聴
取
調
書
に
は
、
書
面
、
図
画
、
写
真
そ
の
他
指
定
職
員
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
引
用
し
、
こ
れ
を
添
付
し
て
当
該
調
書
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
法
第
五
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
報
告
書
（
以
下
「
意
見
聴
取
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
件
名

二
　
当
事
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
　
意
見
聴
取
に
係
る
事
件
の
論
点

５
　
意
見
聴
取
報
告
書
に
は
、
書
面
、
図
画
、
写
真
そ
の
他
指
定
職
員
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
引
用
し
、
こ
れ
を
添
付
し
て
当
該
報
告
書
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
聴
取
調
書
及
び
意
見
聴
取
報
告
書
の
作
成
の
通
知
）

第
二
十
一
条
　
指
定
職
員
は
、
意
見
聴
取
調
書
及
び
意
見
聴
取
報
告
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
事
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
指
定
職
員
は
、
前
項
の
通
知
を
す
る
と
き
は
、
法
第
五
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
意
見
聴
取
調
書
及
び
意
見
聴
取
報
告
書
の
閲
覧
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
教
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
意
見
聴
取
調
書
及
び
意
見
聴
取
報
告
書
の
閲
覧
の
手
続
）

第
二
十
二
条
　
法
第
五
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
の
求
め
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
書
面
を
、
意
見
聴
取
の
終
結
前
に
あ
っ
て
は
指
定
職
員
に
、
意
見
聴
取
の
終
結
後
に
あ
っ
て
は
委
員
会
に
提
出
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
意
見
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
そ
の
期
日
に
お
い
て
口
頭
で
求
め
れ
ば
足
り
る
。

２
　
指
定
職
員
又
は
委
員
会
は
、
当
事
者
か
ら
前
項
本
文
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
閲
覧
に
つ
い
て
日
時
、
場
所
及
び
方
法
を
指
定
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
当
該
当
事
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
納
付
命
令
に
係
る
意
見
聴
取
）

第
二
十
三
条
　
第
九
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
納
付
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
及
び
第
十
三
条
第
一
項
中
「
委
員
会
の
認
定
し
た
事
実
」
と
あ
る
の
は
「
課
徴
金
の
計
算
の
基
礎
及
び
課
徴
金
に

係
る
違
反
行
為
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
競
争
回
復
措
置
命
令
に
係
る
意
見
聴
取
）

第
二
十
四
条
　
第
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
競
争
回
復
措
置
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
三
項
中
「
法
第
十
七
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
条
の
四
」
と
、
「
報
告
書
若
し
く
は

届
出
の
受
理
に
関
す
る
事
務
又
は
議
決
権
の
取
得
若
し
く
は
保
有
の
認
可
並
び
に
こ
れ
ら
の
取
消
し
及
び
変
更
に
関
す
る
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
独
占
的
状
態
に
係
る
事
業
活
動
及
び
経
済
実
態
の
調
査
に
関
す
る
事
務
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
認
可
の
取
消
し
又
は
変
更
に
係
る
意
見
聴
取
）

第
二
十
五
条
　
第
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
三
項
中
「
法
第
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
命
令
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
」
と
、
「
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
件
に
係
る
報
告
書
若
し
く
は
届
出
の
受
理
に
関
す
る
事
務
又
は
議
決
権
の
取
得
若
し
く
は
保
有
の
認
可
並
び
に
こ
れ
ら
の
取
消
し
及
び
変
更

に
関
す
る
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
決
定
又
は
こ
れ
に
係
る
認
可
に
関
す
る
事
務
」
と
、
第
十
六
条
並
び
に
第
二
十
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
八
号
中
「
審
査
官
等
」
と
あ
る
の
は
「
意
見
聴
取
に
係
る
決
定
に
関
す
る
事
務
に
従

事
し
た
職
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
一
〇
日
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
二
五
日
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第
六
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第
七
号
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様
式
第
１
号
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。
）

様式第１号（用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とする。）

  年  月  日

証拠の閲覧・謄写申請書

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第５２条第１項の規定による証拠の閲覧・
謄写の申請を以下のとおり行います。
 なお，本申請書による証拠の閲覧・謄写の目的は，意見聴取手続又は排除措置命令等の取消
訴訟の準備のためであり，その他の目的のために利用はいたしません。

１ 事件名

２ 申請者
事業者名
（氏名）

代表者名

所在地
（住所）

３ 閲覧又は謄写対応者

部署名・役職名等

対応者名

連絡先

※ 代理人が立会いを行う場合は，委任状を提出してください。

４ 閲覧又は謄写希望日時

第１希望日   年  月  日（ ）  午前・午後   時 ～   時頃

第２希望日   年  月  日（ ）  午前・午後   時 ～   時頃

５ 閲覧又は謄写を希望する物件（証拠品目録記載事項による。）
□ 証拠品目録記載の全ての証拠について，閲覧を希望する。
□ 証拠品目録記載の証拠のうち，謄写申請可能な全ての証拠について，謄写を希望する。
□ 証拠品目録記載の証拠のうち，次の証拠について，閲覧又は謄写を希望する。

品目番号 品 目 名 閲覧又は謄写の希望 備 考

□閲覧  □謄写

□閲覧  □謄写

□閲覧  □謄写

□閲覧  □謄写

※ 希望するものに✔を付してください。

注１ 用紙が足りない場合には別紙により作成し，本申請書に添付してください。
注２ 閲覧又は謄写の際は，必ず私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第５０条第

１項の書面の原本を持参してください。
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様
式
第
２
号
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。
）

様式第２号（用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とする。）

  年  月  日

意見聴取調書・意見聴取報告書の閲覧申請書

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第５８条第５項の規定による意見聴取調書
（以下「調書」という。）又は意見聴取報告書（以下「報告書」という。）の閲覧の申請を以下の
とおり行います。

１ 事件名

２ 申請者
事業者名
（氏名）

代表者名

所在地
（住所）

３ 閲覧対応者

部署名・役職名等

対応者名

連絡先

※ 代理人が立会いを行う場合は，委任状を提出してください。

４ 閲覧希望日時

第１希望日   年  月  日（ ）  午前・午後   時 ～   時頃

第２希望日   年  月  日（ ）  午前・午後   時 ～   時頃

５ 閲覧の対象

調書のみ希望 報告書のみ希望 調書及び報告書を希望

※ 希望するものに○を付してください。

６ 調書の閲覧を希望する場合における当該調書に係る意見聴取の期日

  年  月  日（  ）

注１ 用紙が足りない場合には別紙により作成し，本申請書に添付してください。
注２ 閲覧の際は，必ず私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第５０条第１項の書面
の原本を持参してください。
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